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重要事項説明書〔令和８年４月１日より〕 

説明者          

1. 事業の目的 

① 株式会社かなでの杜が開設するかなでの杜辰巳台（以下「事業者」という。）が行う指

定通常規模型通所介護事業または介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス）

（以下「事業等」という。）は、事業対象者・要支援・要介護状態となった場合におい

ても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の

維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 

 

2. 運営の方針 

① 利用者の要支援・要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容等を記載した通常規模型通所介護計画を作成し、計画的

にサービス提供を行うものとします。 

② 事業者は、介護技術の進歩に対応して適切な介護技術をもってサービスの提供を行う

とともに、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図るものとします。 

③ 事業の実施に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる

よう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を的確に

把握し、妥当適切に行うものとします。 

④ サービス提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者一人一人の人格を尊

重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう相談援助等

の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供しま

す。 

 

3. 苦情窓口 

① 当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口 

⚫ かなでの杜辰巳台（担当：菅原 詩織） ＴＥＬ：０４３６－６３－７９１０ 

⚫ 市原市保健福祉部高齢者支援課  ＴＥＬ：０４３６－２３－９８７３ 

⚫ 市原市地域包括支援センター・たつみ  ＴＥＬ：０４３６－７５－６６３３ 

⚫ 千葉市介護保険事業課   ＴＥＬ：０４３－２４５－５０６２ 

⚫ 千葉県国民健康保険団体連合会  ＴＥＬ：０４３－２５４－７４２８ 

 

4. サービス事業所の概要 

① 事業所の概要 

事業所名 かなでの杜辰巳台 

所在地   千葉県市原市辰巳台西３－１３－１ フェリス辰巳台A号室 

介護保険事業所番号 
1272405042通常規模型通所介護  

1272405042 日常生活総合事業  

サービス提供地域 市原市、千葉市緑区、千葉市中央区 

利用定員 ２０名 

利用の対象者 事業対象者・要支援・要介護認定者 
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② 営業日及び営業時間 

営業日・営業時間 1月1日、2日を除く全日の ８：３０  ～  １７：３０ 

サービス提供時間 ９：００ ～  １６：００ 

 

③ 従業者の職種、兼務状況、員数 

職種 兼務状況 勤務形態 員数 

管理者 生活相談員 常勤 １名 

生活相談員 １名は管理者兼務 常勤 ２名以上 

看護師 機能訓練指導員兼務 常勤または非常勤 １名以上 

機能訓練指導員 看護師兼務 常勤または非常勤 １名以上 

介護職員  常勤または非常勤 １．６名以上 

 

5. サービス内容 

① 通常規模型通所介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練、アクテ

ィビティ、その他必要な介護等を行います。 

 

6. 利用料金 

① 厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該事業等が法定代理受領サービスで

あるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定し、利用料のうち利

用者の介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じた額の支払いを受けるも

のとします。 

② 単位数に地域区分に応じた1単位の単価を掛けた金額が利用代金となります。当事業

所は５級地で１単位１０.４５円。 

 

【通常規模型通所介護（要介護者）】 

基本利用料 （※１割負担の場合。） 

 
5時間以上 

6時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

7時間以上 

8時間未満 

8時間以上 

9時間未満 

要介護1 
５７０単位 

（５９６円） 

５８４単位 

（６１０円） 

６５８単位 

（６８８円） 

６６９単位 

（６９９円） 

要介護2 
６７３単位 

（７０３円） 

６８９単位 

（７２０円） 

７７７単位 

（８１２円） 

７９１単位 

（８２７円） 

要介護3 
７７７単位 

（８１２円） 

７９６単位 

（８３２円） 

９００単位 

（９４１円） 

９１５単位 

（９５６円） 

要介護4 
８８０単位 

（９２０円） 

９０１単位 

（９４２円） 

１．０２３単位 

（１，０６９円） 

１，０４１単位 

（１，０８８円） 
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要介護5 
９８４単位 

（１，０２８円） 

１，００８単位 

（１，０５３円） 

１，１４８単位 

（１，２００円） 

１，１６８単位 

（１，２２１円） 

 

加算関係 

（事業所の算定要件により年度毎に変更となる場合があります。） 

通所介護入浴介助加算 

（Ⅰ） 

４０単位 

（４２円） 

入浴した場合に算定。（入浴介助加算Ⅱとの併算定不

可） 

通所介護入浴介助加算 

（Ⅱ） 

５５単位 

（５７円） 

入浴計画を作成し、自宅にて介助を受けながらでも入

浴ができるような訓練を踏まえた入浴を実施した場

合に算定。（入浴介助加算Ⅰとの併算定不可） 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ１） 

５６単位 

（５９円） 

個別機能訓練を実施した場合に算定。（個別機能訓練

加算（Ⅰ２）との併算定不可） 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ２） 

７６単位 

（８１円） 

個別機能訓練加算（Ⅰ１）の人員配置を満たしたう

えで更に機能訓練指導員を１名配置し、要介護者に

対して個別機能訓練を実施した場合に算定。（個別機

能訓練加算（Ⅰ１）との併算定不可） 

個別機能訓練加算 

（Ⅱ） 

２０単位 

（２１円） 
機能訓練を受けている者に対して一月に一回算定。 

科学的介護推進体制加算 
４０単位 

（４２円） 
一月に一回算定。 

ADL維持等加算（Ⅰ） 
３０単位 

（３１円） 

前年度の評価により一月に一回算定。（※ADL維持等

加算Ⅱとの併算定不可） 

ADL維持等加算（Ⅱ） 
６０単位 

（６３円） 

前年度の評価により一月に一回算定。（※ADL維持等

加算Ⅰとの併算定不可） 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 
１５０単位 

（１５７円） 
口腔機能訓練を実施した場合、一月に二回まで算定。 

送迎減算 
－４７単位 

（－５０円） 
事業所が送迎を行わなかった場合に、片道毎に算定。 

サービス提供体制加算

（Ⅰ） 

２２単位 

（２３円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に利

用日毎に算定。（他体制加算との併算定不可） 

サービス提供体制加算

（Ⅱ） 

１８単位 

（１９円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に利

用日毎に算定。（他体制加算との併算定不可） 

サービス提供体制加算

（Ⅲ） 

６単位 

（６円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に利

用日毎に算定。（他体制加算との併算定不可） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ） 

総利用単位数に対して × ９．２％を加算。（他処遇改善加算との併

算定不可） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ） 

総利用単位数に対して × ９．０％を加算。（他処遇改善加算との併

算定不可） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅲ） 

総利用単位数に対して × ８．０％を加算。（他処遇改善加算との

併算定不可） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅳ） 

総利用単位数に対して × ６．４％を加算。（他処遇改善加算との

併算定不可） 
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【介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス）（事業対象者・要支援者）】 

基本利用料 （※１割負担の場合。） 

要支援1 

（事業対象者） 

１，７９８単位 

（１，８７９円） 
月に４回以上の利用で一ヶ月につき算定。 

４３６単位 

（４５６円） 
月に３回以下の利用で１回毎に算定。 

要支援2 

（事業対象者） 

３，６２１単位 

（３，７８４円） 
月に８回以上の利用で一ヶ月につき算定。 

４４７単位 

（４６７円） 
月に７回以下の利用で１回毎に算定。 

 

加算関係 

（事業所の算定要件により年度毎に変更となる場合があります。） 

科学的介護推進体制加

算 

４０単位 

（４２円） 
一月に一回算定。 

口腔機能向上加算

（Ⅰ） 

１５０単位 

（１６０円） 

口腔機能訓練を実施した場合、一月に二回まで算

定。 

送迎減算 
－４７単位 

（－５０円） 

事業所が送迎を行わなかった場合に、片道毎に算

定。 

サービス提供体制加算

（Ⅰ１） 

８８単位 

（９２円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に

事業対象者・要支援１の方に対し、一月に一回算定。

（他体制加算との併算定不可） 

サービス提供体制加算

（Ⅰ２） 

１７６単位 

（１８４円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に

事業対象者・要支援２の方に対し、一月に一回算定。

（他体制加算との併算定不可） 

サービス提供体制加算

（Ⅱ１） 

７２単位 

（７５円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に

事業対象者・要支援１の方に対し、一月に一回算定。

（他体制加算との併算定不可） 

サービス提供体制加算

（Ⅱ２） 

１４４単位 

（１５０円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に

事業対象者・要支援２の方に対し、一月に一回算定。

（他体制加算との併算定不可） 

サービス提供体制加算

（Ⅲ１） 

２４単位 

（２５円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に

事業対象者・要支援１の方に対し、一月に一回算定。

（他体制加算との併算定不可） 

サービス提供体制加算

（Ⅲ２） 

４８単位 

（５０円） 

前年度の人員配置要件を満たした場合、当該年度に

事業対象者・要支援２の方に対し、一月に一回算定。

（他体制加算との併算定不可） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ） 

総利用単位数に対して × ９．２％を加算。（他処遇改善加算との併算

定不可） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ） 

総利用単位数に対して × ９．０％を加算。（他処遇改善加算との併算

定不可） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅲ） 

総利用単位数に対して × ８．０％を加算。（他処遇改善加算との併

算定不可） 
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介護職員処遇改善加算

（Ⅳ） 

総利用単位数に対して × ６．４％を加算。（他処遇改善加算との併

算定不可） 

 

【自費でいただくもの（介護保険適用外）】 

昼食食材料費 8００円 

レクリエーション材料費 
個別で利用するレクレーション材料費等、物品により実費相当額の料金

を頂きます。 

リハビリパンツ 1枚につき ７０円 

テープ式紙オムツ 1枚につき ８０円 

フラット式 1枚につき ３０円 

尿取りパッド 1枚につき ３０円 

理美容 1回につき ２，０００円 

＊理美容サービスにつきましては、提携店の都合によりご希望日に添えない場合があります。 

 

7. キャンセル料金 

① 利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金を頂きます。キャ

ンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。 

（連絡先：かなでの杜辰巳台  TEL：０４３６－６３－７９１０） 

ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡いただいた場合   無料 

ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡がなかった場合   当該基本料金の１０％ 

 

8. 料金の支払方法 

① 毎月月末締めとし、翌月１５日までに当月分の料金を請求いたしますので、翌月末日

までにあらかじめ指定の方法でお支払いください。（口座引き落としの場合は２０日が

引落日となります） 

 

9. サービスの利用方法 

① サービスの利用開始まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いいた

します。ご面接と同時に契約を結びサービス提供を開始します。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談く

ださい。 

 

10. サービスの終了及び休止 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合。サービスの終了を希望する日の1週間前

までに文書でお申し出ください。 

② 当社の都合でサービスを終了する場合。 

人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がござ

います。その場合は、終了1ヶ月までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します） 

⚫ 利用者が介護保険施設に入所した場合。 

⚫ 利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。 

⚫ 利用者が死亡した場合。 

⚫ 事業者が事業を廃止した場合。 

⚫ 正当な理由なく、２か月間お休みが続いた場合。 
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④ 利用者が入院、入所・病気などにより、２ヶ月以上にわたり、サービスを利用出来な

い状態にあることが明らかになった場合は利用休止とし、再開の際に今まで利用して

いた曜日に変更が生じる場合があります。 

 

11. その他 

① 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や

家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、

利用者は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。 

② 利用者が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告し

たにもかかわらず１０日以内に支払わない場合、または利用者や家族などが、当社や

当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、

当社により文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合が

あります。 

③ 風邪、病気等の際はサービスの利用を見合わせて無理な利用はお断りする場合があり

ます。 

④ 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または、中止することが

あります。 

⑤ 利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、家

族に連絡の上、適切に対応します。 

⑥ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合、

速やかに事業所に申告してください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせてい

ただきます。 

 

12. サービス利用にあたっての禁止・留意事項 

① サービス利用にあたって以下の行為が見られ、改善が見込めない場合はサービスの利

用をお断りする場合があります。 

② 事業所の職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為、ハラス

メント行為（パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメント等） 

③ サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断で行う事。または SNS 等に

掲載する事。 

 

13. 非常災害対策 

① 事業所は、非常災害時には連絡網により可能な限り職員を招集し、対応にあたるもの

とします。また、家族へ速やかに連絡をするものとします。防災設備としては、火災

報知器などを備え付け、施設内各所に消火器を設置するものとします。 

② 防火訓練又は避難訓練を年２回実施します。 

 

14. 第三者評価 

① 当事業所は第三者評価による評価は受けておりません。 

 

15. 緊急時の対応方法 

① 事業者は、現に通所介護のサービス提供を行っているときに、利用者の病状に急変が

生じた場合、またその他必要な場合は、速やかに家族または緊急連絡先へ連絡すると

ともに、医療機関への協力要請など必要な措置を講じます。ただし、緊急を要する場

合には、事業者の判断により救急車を手配し家族または緊急連絡先への報告が事後に
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なることがあります。 

 

16. 損害賠償 

① 事業者は、サービスの提供にともない事故が発生した場合は、事業者の故意または過

失がない限り当該事故により生じた損害を賠償しません。 

② 利用者およびその家族が、故意もしくは重大な過失によって、施設・サービス提供の

従事者・他の利用者などに損害を与えた場合は、事業者は当該利用者に対し、その損

害について賠償請求することがあります。 

 

17. 虐待防止に関する事項 

① 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとしま

す。 

⚫ 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催します。 

⚫ 虐待防止のための指針（マニュアル）を整備します。 

⚫ 従業員に対して、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

⚫ 委員会の担当者を設置します。 

サービス提供中に、当該事業所従事者または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これ

を関係機関（行政・地域包括支援センター等）に通報するものとします。 

 

18. 感染防止に関する事項について 

① 事業者は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないよう、次の措置を講じる

ものとします。 

⚫ 感染防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催します。 

⚫ 感染防止のための指針（マニュアル）を整備します。 

⚫ 従業員に対して、感染防止のための研修を定期的に実施します。 

⚫ 委員会の担当者を設置します。 

 

19. 業務継続計画の策定等について 

① 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通常規模型通所

介護・介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス）の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

⚫ 従業員に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

⚫ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとします。 

 

20. その他運営についての留意事項 

① 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、

また、業務体制を整備します。 

② 採用時研修 採用後１カ月以内。 

③ 継続研修 年１回以上。 
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この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社かなでの杜と事業所の管理者

との協議に基づいて定めるものとします。 

 

上記の内容の説明を受け、了承しました。 

 

令和   年   月   日 

【利 用 者】 

 

住    所： 

 

氏    名： 

 

【署名代行者（代理人）】 

私は、本人の契約意思を確認し署名代行いたしました｡ 

 

住    所： 

 

氏    名： 

 

続  柄： 

 

通常規模通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業（通所型サービス）の開始に際して、上記

内容の説明を行いました。 

 

【事業者】 

千葉県成田市東町１５６－６ 

株式会社かなでの杜 

代表取締役 桑野博之 

 

【事業所】 

千葉県市原市辰巳台西３－１３－１ フェリス辰巳台A号室 

かなでの杜辰巳台 

管理者 菅原詩織 


